
東京簡易裁判所での公示催告申立てに必要な書類  （令和５年１０月版） 
（約束手形・小切手の場合） 

 

○ 申立裁判所     手形・小切手の場合は，券面に記載された支払地を管轄する簡易裁判所です。 

○ 提出する書類はＡ４判縦の用紙に横書きで作成してください。主な書式は裁判所の公式ホームページからも 

ダウンロードできます（民間のポータルサイトから「裁判所」で検索後，「公示催告」でサイト内検索）。 

○ 約束手形・小切手以外の証券の場合は書式が異なりますので，個別にご相談ください。 

提  出  書  類  等 備                考 

①  申立書 ・後述⑤(b)の証券目録を１部，申立書の下に重ね，左側２か所を 

ステープラ（ホッチキス等）で留めて一体の文書を作成します。 

・こちらは各ページの上部欄外余白に捨印を押してください。 

② 

 

証券の内容及び申立権を証明する書面 

（振出人に記載を依頼してください） 

・四角枠内の各欄は実際の券面上の表記どおり記載してください。 

・券面上空欄だった部分は「白地」と記載してください。 

・約束手形の場合…約束手形振出証明書 ・裏書がある場合は裏書人による「裏書譲渡証明書」も必要です。 

・裏書が複数回に及ぶ場合はその都度，裏書譲渡証明書が必要です 

（書式が異なりますから個別にお問い合わせください）。 

・小切手の場合……小切手振出証明書 ・振出人から最終所持人までの間に他者を介して譲り受けた場合 

には，振出人から最終所持人まで各 「々譲渡証明書」も必要です。 

③ 証券の喪失を証明する書面 ・左記⒜と⒝は，必ず両方とも提出してください。 

⒜ 盗難・遺失等届出受理証明書 

（警察署によって名称が異なります） 

 

 

 

・家庭内や事務所内での紛失であっても，まずは警察に届け出て， 

受理証明書を申請してみてください。証明書の代わりに受付票 

等をもらった場合は，その受付票の現物を提出してください。 

・受理証明書がもらえなかった場合（受付票のみの場合も含む）に

は，⒝の陳述書を記載する際，６欄に届出日時・警察署名・警察

の回答や説明等を記載してださい。 

⒝ 陳述書（喪失の状況報告書） 

（申立人名義で作成してください。） 

・陳述書記載の項目を出来るだけ詳しく・具体的に記載してくださ

い。 

④ 

 

申立人の資格等を証明する書面 ・申立人が法人の場合に必要です。 

・商業登記事項証明書（３か月以内） 

⑤ 官報掲載用目録 ・定型の用紙で作成します。ホームページに記載例があります。 

(a) 当事者目録 ・６部提出（コピー可。捨印・訂正印は不要です）。 

(b) 証券目録 

 

・②の証明書の記載のとおりに作成し，それを７部コピーします。

うち１部は①の申立書の下に重ねて留めます。残り６部をクリッ

プ等で留めて提出してください。 

⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申立費用（申立て時には下記(a)と(b)のみ御用意ください。(c)は受付後，改めて金額等をご連絡します） 

(a) 申立手数料  収入印紙 1,000 円 ・①の申立書に貼り，消印・割印等は決してしないでください。 

(b) 郵便切手（東京簡易裁判所に申し立てる場合） 

合計 2,362 円（内訳：500 円×2 枚，350 円×2 枚，120 円×3 枚，94 円×１枚， 

84 円×2 枚，10 円×4 枚） 

他の裁判所では郵便切手の額面や組合せが多少異なります。申立てをする裁判所に直接お尋ねください。 

(c) 官報公告掲載料 

（証券の内容や通数・裏書回数及び 

証券目録や継続用紙の枚数・枠数等 

によって金額が大きく異なります） 

＜参考＞ 

定型用紙１枚に収まる場合 

・手  形………20,914 円 

・小切手………17,390 円 

・申立受理後，「保管金提出書」と，振込金額が記載された専用の 

「振込依頼書」を交付又は郵送します。必ずこの振込依頼書を 

使ってお近くの金融機関（銀行・信用金庫等の窓口。郵便局や 

ＡＴＭ，ネットバンキング等は不可）から振り込んで納入して 

ください（別途，振込手数料が必要となります）。そのうえで, 

金融機関から返却された振込依頼書の２枚目 裁判所提出用 と 

「保管金提出書」を東京簡易裁判所事務部第二課保管金係へ 

一緒に提出してください（郵送可）。 

〒100-8971 東京都千代田区霞が関一丁目１番２号        電話番号 03-3581-5259（ダイヤルイン） 

東京簡易裁判所 民事第８室公示催告係       Ｆ Ａ Ｘ 03-3502-8384（民事第８室専用） 


